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規約・規定・特約の改定について 

2026 年 1 月 15 日 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

 

規約・規定・特約（以下「規約等」といいます）の改定についてご案内いたします。  

なお、本ご案内は、規約等に定められた変更手続きに則り、お客さまとの間の契約を変更させていただくも

のです。 

 

１．改定対象 

（１）会員規約 

①トヨタティーエスキュービックコーポレートカード（法人一括決済型） 

②トヨタティーエスキュービックコーポレートカード（使用者決済型） 

 

（２）コーポレートカード取扱いに関する規約 

①コーポレートカード取扱いに関する規約（法人一括決済型申込規約） 

②コーポレートカード取扱いに関する規約（使用者決済型申込規約） 

 

２．効力発生日 

 2026 年 2 月 1 日 

 

３．改定内容 

 改定内容は別紙赤字のとおりです。 

本改定は、コーポレートカードの自動更新停止期間の見直しのため、行うものです。 

 

 規約等（全文）につきましては、2026 年 1 月 15 日頃、当社 WEB サイトに掲載の予定です。 
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（別紙） 

（１）会員規約 

①トヨタティーエスキュービックコーポレートカード（法人一括決済型） 

②トヨタティーエスキュービックコーポレートカード（使用者決済型） 

旧     新 備考 

第５条（カードの有効期限） 第５条（カードの有効期限）  

2．当社は、カードの有効期限までに退会の申し

出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認

めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカ

ード（以下「更新カード」という）を送付しま

す。なお、カードの有効期限の 13 ヶ月前に属する

月の 1 日から有効期限の 2 ヶ月前に属する月の末

日までにカード利用がない場合、当社は何らの通

知をすることなく、更新カードを送付しないこと

ができるものとします。 

2． 当社は、カードの有効期限までに退会の申

し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当

と認めた会員に対して、有効期限を更新した新

たなカード（以下「更新カード」という）を送

付します。なお、当社が定めた一定期間にカー

ドの利用がない場合、当社は何らの通知をする

ことなく、更新カードを送付しないことができ

るものとします。 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（２）コーポレートカード取扱いに関する規約 

①コーポレートカード取扱いに関する規約（法人一括決済型申込規約） 

旧     新 備考 

第５条（カード使用者の入会および更新） 第５条（カード使用者の入会および更新）  

3．当社は、カードの有効期限到来前に、コーポ

レート会員に対する有効期限を更新したカード

（以下「更新カード」といいます。）を発行し、送

付するものとします。なお、カードの有効期限の

13 ヶ月前に属する月の 1 日から有効期限の 2 ヶ月

前に属する月の末日までにカード利用がない場

合、当社は何らの通知をすることなく、更新カー

ドを送付しないことができるものとします。 

3．当社は、カードの有効期限到来前に、コー

ポレート会員に対する有効期限を更新したカー

ド（以下「更新カード」といいます。）を発行

し、送付するものとします。なお、当社が定め

た一定期間にカードの利用がない場合、当社は

何らの通知をすることなく、更新カードを送付

しないことができるものとします。 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

②コーポレートカード取扱いに関する規約（使用者決済型申込規約） 

旧     新 備考 

第５条（入会手続および審査・判定） 第５条（入会手続および審査・判定）  

 4．当社は、カードの有効期限到来前に、会員に

対する有効期限を更新したカード（以下「更新カ

ード」といいます。）の発行に関する審査・判定を

行い、不適格と認めた会員に対しては更新カード

を発行しないものとします。この場合の判定結果

の会員への通知についても、前項に準じて行うも

4．当社は、カードの有効期限到来前に、会員

に対する有効期限を更新したカード（以下「更

新カード」といいます。）の発行に関する審

査・判定を行い、不適格と認めた会員に対して

は更新カードを発行しないものとします。この

場合の判定結果の会員への通知についても、前

（変更） 
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のとします。また、カードの有効期限の 13 ヶ月前

に属する月の 1 日から有効期限の 2 ヶ月前に属す

る月の末日までにカード利用がない場合、当社は

何らの通知をすることなく、更新カードを発行し

ないことができるものとします。 

項に準じて行うものとします。また、当社が定

めた一定期間にカードの利用がない場合、当社

は何らの通知をすることなく、更新カードを発

行しないことができるものとします。 

 

 

以上 


